
 
精神疾患の医療体制（案）について 

資料１－２ 



精神疾患に関する医療計画  目指すべき方向（案） 

精神疾患患者やその家族等に対して、 

 

１．住み慣れた身近な地域で基本的な医療やサービス支援を受けられる体制 

 

２．精神疾患の患者像に応じた医療機関の機能分担と連携により、他のサービスと協働 

  することで、適切に保健・医療・介護・福祉・生活支援・就労支援等の総合的な支援を 

  受けられる体制 

 

３．症状がわかりにくく、変化しやすいため、医療やサービス支援が届きにくいという特性 

  を踏まえ、アクセスしやすく、必要な医療を受けられる体制 

 

４．手厚い人員体制や退院支援・地域連携の強化など、必要な時に、入院医療を受けら 

  れる体制 

 

５．医療機関等が、提供できるサービスの内容や実績等についての情報を、積極的に公 

  開することで、各種サービス間での円滑な機能連携を図るとともに、サービスを利用し 

  やすい環境 

 

を、提供することを目指す。 
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  【予防】 【アクセス】 【治療～回復】 【回復～社会復帰】 

機能  精神疾患の発症予防  症状が出て精神科医に受診できる機能  
適切な医療サービスの提供  
退院に向けた支援を提供  

再発を防止して地域生活を維持 
社会復帰に向けた支援、外来医療や
訪問診療等を提供   

目標  精神疾患の発症を防ぐ  

●症状が出て精神科医に受診できるまで
の期間を短縮する  
●精神科と地域の保健医療サービス等と
の連携 

●患者に応じた質の高い精神科
医療の提供 
●退院に向けて病状が安定する
ための支援を提供  

●できるだけ長く、地域生活を継続でき
る  
●社会復帰（就労・住居確保等）のため
の支援を提供  
●緊急時にいつでも対応できる 

関係機関  

保健所、精神保健福祉セン
ター等の保健・福祉等の関
係機関 （地域保健・産業保
健・介護予防・母子保健・学
校保健・児童福祉・地域福
祉）  

一般の医療機関（かかりつけの医師）、精
神科病院、精神科を標榜する一般病院、
精神科診療所、薬局、保健所、精神保健
福祉センター 等  

精神科病院、精神科を標榜する
一般病院、精神科診療所、薬局、
訪問看護ステーション 等 

●精神科病院、精神科を標榜する一般
病院、精神科診療所、在宅医療を提供
する関係機関、薬局、訪問看護ステー
ション、障害福祉サービス事業所、相
談支援事業所、介護サービス事業所、
職場の産業医、ハローワーク、地域障
害者職業センター  等 

医療機関に求
められる事項  

●国民の精神的健康の増進
のための普及啓発、一次予
防に協力する 
●地域保健、産業保健領域
等との連携  
等 

 

●精神科医との連携推進（ＧＰ（身体科と
精神科）連携事業への参画等）  
●かかりつけの医師等の対応力向上研修
への参加  
●保健所や精神保健福祉センター等と連
携 
●必要に応じ、アウトリーチ（訪問支援）の
提供  
等 

●患者の状況に応じて、適切な精
神科医療を提供 
●医師、薬剤師、保健師、看護師、
作業療法士、精神保健福祉士、
臨床心理技術者等の多職種チー
ムによる支援体制 
●緊急時の対応体制や連絡体制
の確保 
等 
 

●患者の状況に応じて、適切な外来医
療や訪問診療等を提供 
●必要に応じ、アウトリーチ（訪問支援）
を提供  
●緊急時の対応体制や連絡体制の確
保  
●各種のサービス事業所等と連携し、
生活の場で必要な支援を提供 
等 

精神疾患に関する医療計画 イメージ案① 【病期】 

3 



精神疾患に関する医療計画 イメージ案② 【状態像】 
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  急性増悪の場合  専門医療の場合  
身体合併症 

（急性疾患）の場合  
身体合併症 

（専門的な疾患）の場合  

機能  
急性増悪した患者に、速やかに精
神科救急医療を提供  

専門的な精神科医療を提供 
身体合併症を有する精神疾患患者に、
速やかに必要な医療を提供 

専門的な身体疾患を合併する精神疾
患患者に必要な医療を提供 

目標  
24時間365日、精神科救急医療を
提供できる  

児童精神医療（思春期を含む）、
依存症、てんかん等の専門的な
精神科医療を提供できる体制を
少なくとも都道府県単位で確保
する  

24時間365日、身体合併症を有する救
急患者に適切な救急医療を提供できる  

専門的な身体疾患（腎不全、歯科疾患
等）を合併する精神疾患患者に必要な
医療を提供できる  

関係機関  

保健所、精神保健福祉センター、精
神医療相談窓口、精神科救急情報
センター、精神科病院、精神病床を
有する一般病院、精神科診療所 
等 

各領域の専門医療機関 等 
救命救急センター、一般の救急医療機
関、精神科病院、精神科を標榜する一
般病院 等 

精神病床を有する一般病院、人工透析
等が可能な専門医療機関、精神科病
院、精神科診療所、一般病院、一般診
療所、歯科診療所 等 

医療機関
に求められ
る事項  

●精神科救急患者の受け入れでき
る設備を有する（検査、保護室等）  
●地域の精神科救急医療システム
に参画 
●地域の医療機関との連携  
等 

●各領域における、適切な診断・
検査・治療を行なえる体制を有
する  
●各領域ごとに必要な保健、福
祉等の行政機関等と連携  
●他の都道府県の専門医療機関
とネットワークを有する  
等 

●身体合併症と精神疾患の両方につい
て適切に診断できる（一般救急医療機
関と精神科医療機関とが連携） 
●精神病床で治療する場合は、身体疾
患に対応できる医師や医療機関の診
療協力を有する  
●一般病床で治療する場合は、精神科
リエゾンチーム（多職種チーム）や精神
科医療機関の診療協力を有する 
●地域の医療機関と連携  等 

●精神病床については、身体科や身体
疾患に対応できる医師や医療機関の
診療協力を有する  
●一般病床については、精神科リエゾ
ンチーム（多職種チーム）や精神科医
療機関の診療協力を有する 
●地域の医療機関と連携   
等 



精神疾患に関する医療計画 イメージ案③ 【うつ病の場合】 
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  【予防】 【アクセス】 【治療～回復】 【回復～社会復帰】 

機能  うつ病の発症予防  
症状が出てから精神科医に受診できる
機能  

適切な医療サービスの提供  
退院に向けた支援を提供  

再発を予防して地域生活を維持 
社会復帰（復職等）に向けた支援、外来医療
や訪問診療等を提供   

目標  うつ病の発症を防ぐ  

●症状が出てから精神科医に受診できる
までの期間を短縮する  
●うつ病の可能性について判断ができる 

●うつ病の正確な診断ができ、うつ病
の状態に応じた質の高い医療の提供 
●退院に向けて病状が安定するための
支援を提供  

●できるだけ長く、地域生活を継続できる  
●社会復帰（復職等）のための支援を提供  
●急変時にいつでも対応できる 

関係機関  

保健所、精神保健福祉
センター等の保健・福
祉等の関係機関 （地
域保健・産業保健・学
校保健等）  

一般の医療機関（かかりつけの医師）、
精神科病院、精神病床を有する一般病
院、精神科診療所、救急医療機関、薬局、
保健所、精神保健福祉センター、職場の
産業医 等  

精神科病院、精神病床を有する一般
病院、精神科診療所、薬局、訪問看護
ステーション 等 

精神科医療機関、薬局、障害福祉サービス事
業所、相談支援事業所、介護サービス事業所、
職場の産業医、ハローワーク、地域障害者職
業センター  等 

医療機関
に 

求められ
る事項  

●うつ病に関する知識
の普及啓発、一次予防
に協力する 
●地域保健、産業保健
領域等との連携  
等 

●内科等身体疾患を担当する医師（救急
医、産業医を含む。）と精神科医との連
携会議等（ＧＰ連携事業等） への参画 
●自殺未遂者やうつ病等に対する対応
力向上のための研修等への参加 
●保健所等の地域、職域等の保健医療
サービス等との連携 
等 

●うつ病とうつ状態を伴う他の疾患に
ついて鑑別診断できる 
●うつ病の重症度を評価できる 
●重症度に応じて、薬物療法及び精神
療法等の非薬物療法を含む適切な精
神科医療を提供でき、必要に応じて、
他の医療機関と連携できる 
●医師、薬剤師、保健師、看護師、作
業療法士、精神保健福祉士等の多職
種チームによる支援体制 
●産業医等を通じた連携により、復職
に必要な支援を提供 
等 

●患者の状況に応じて、適切な外来医療や訪
問診療等を提供  
●生活習慣などの環境調整等に関する助言
ができる 
●緊急時の対応体制や連絡体制の確保 
●ハローワーク、地域障害者職業センター等
と連携により、就職、復職等に必要な支援を
提供 
●産業医等を通じた連携により、就労継続に
必要な支援を提供 
等 

※うつ病に関連する施策：うつ病に対する医療などの支援体制の強化（G-P連携事業） 、かかりつけ医等心の健康対応力向上研修事業 、 
  自殺未遂者・自殺者遺族ケア対策事業、 認知行動療法研修事業  等 
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精神疾患に関する医療計画 【認知症のポイント】 
○ 認知症の医療計画については、精神疾患の医療計画イメージ案を参考に、  

  【病期】として ①認知症の進行予防、 ②専門医療機関へのアクセス、 ③地域生活維持 

  【状態像】として ④ＢＰＳＤや身体疾患等が悪化した場合 

 に分け、それぞれの目標、医療機関に求められる事項等を作成する。 

 

○ 医療計画の内容については、新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム（第２Ｒ）

の検討を踏まえ、医療体制に関する以下のような方向性を盛り込んで作成する。 

 

① 認知症の方の地域での生活を支えられるような医療サービス（診断機能、アウトリーチ（訪問

支援）や外来機能、入院機能等）を、家族や介護者も含めて提供できるような医療体制とするこ

とを目標とする。 

② 認知症の早期から、専門医療機関による正確な診断を受けることができるよう、認知症疾患

医療センター等の専門医療機関の整備について記載する。 

③ 認知症疾患医療センターには、早期の詳細な診断や、急性期の入院医療を提供するほか、在

宅医療を担当する機関、地域包括支援センター、介護サービス事業所等と連携し、地域での生

活を支える役割を担うことが求められることについて記載する。 

④ 認知症の退院支援・地域連携クリティカルパスの導入等を通じて、認知症の方の退院支援に

当たって、精神科医療機関と介護サービス事業者等との連携を進める。 

 

○ 認知症の医療計画については、新たに省内関係部局によるプロジェクトチーム（「認知症施策検討

プロジェクトチーム（主査：藤田政務官）」）を設置（１１月２９日）し、厚生労働省全体の認知症施策を

検討する予定としており、その内容を踏まえて作成する。 



増悪 

入院 

より短期間 

外来医療・訪問看護 
 

精神科救急 
医療体制 

訪問・外来
デイケア 

アウトリーチチー
ムによる支援 

一般医療 

かかりつけ医 
・内科等身体疾患を 
 担当する医師 

＜B地域＞ 

都道府県 ＜A地域＞ 

住み慣れた身近な地域で、様々なサービスと協働しつつ、
必要な医療サービスを総合的に受けられる体制を目指す。 

保健所、市町村等 

精神科医療機関 

保健（学校・職場・地域） 
福祉（福祉事務所、社協） 

宿泊型自立訓練
＋ 

ショートステイ等 

地域定着支援 

雇用支援諸事業 

地域移行支援 

障害福祉サービス 

復職支援 

時間軸 

訪問・外来
デイケア 

自宅等 

グループホーム 
ケアホーム 

自立訓練 
就労継続支援 
就労移行支援等 

相談支援事業所 

自宅等 自宅等 

ケアマネジメント 

増悪 

住み慣れた身近な地域 

予防・アクセス 

治療～回復 

回復～社会復帰 
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精神疾患の患者を支えるサービス（イメ ージ） 福祉との連携 

休日・夜間
救急 

http://www.meiji-seika-pharma.co.jp/medical/tool/material/shoujyou_2.html


精神疾患の医療体制（イメ ージ） 

○地域移行支援 
○地域定着支援 
○生活技能支援 
○就労支援 
○職場復帰支援 
 

【治療～回復】 

障害福祉サービス 

事業所、相談支援
事業所 等 

○服薬中断防止 
○アウトリーチ 

【社会復帰（外来）】 

○○精神科病院外来 
○○精神科診療所 
○○訪問看護ステーション 
○○薬局 

       時間の流れ 

重
症
度
・生
活
障
害
程
度
（・社
会
的
緊
急
度
） 

 
○スクリーニング 
○初期治療 

初期・かかりつけ医治療 

○○病院○○科 

○○診療所、○○歯
科診療所、○○薬局 

○初期評価・治療 
○適切な治療への振り分け 
○治療抵抗性の判断 
 
 

初期評価 

○○専門疾患センター（認知症・うつ病等） 
○○診療所 

○○精神科救急病棟  ○○精神科病院 

発症予防・自殺予防・社会復帰支援（地域保健・学校保健） 

○精神障害者の 
 身体合併症 
○身体疾患患者 
 の精神疾患 
○重度患者 
 
 

 
 

身体合併症 等 

○○精神科病院 
○○一般病院 

○○医療センター 
等 

障害福祉サービス
事業所、介護サー
ビス事業所 等 

発
症 

（早
期
発
見
・治
療
方
針
決
定
） 

（ミクロ救急） 

職
域
健
康
管
理 

（産
業
医
・健
康
管
理
室
等
） 

＜地域における精神科救急医療体制＞ 
 ○初発・初回入院（強い自殺念慮等） 
 ○他害性ある場合 
 ○非任意入院 

＜各病院の自院の患者への救急＞ 
 ○増悪時の入院治療 

*Behavioral and Psychological Symptoms of 

Dementia （認知症の行動・心理症状） 

＜BPSD*＞ 

急性増悪の場合（入院） 

【予防】 

【ア
ク
セ
ス
】 

身体合併症、 
専門医療 等の場合 

連携 

連携 

連携 

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 伊藤弘人部長資料より 一部改変 

参考 
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